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申
告
が
必
要
な
人

❶
給
与
所
得
が
あ
る
人

●
給
与
の
年
間
収
入
金
額
が
２
，０
０
０

万
円
を
超
え
る
人

●
給
与
を
１
カ
所
か
ら
も
ら
っ
て
い
て
、
各

種
の
所
得
金
額
（
給
与
所
得
、
退
職
所
得

を
除
く
）
の
合
計
が
20
万
円
を
超
え
る
人

●
給
与
を
２
カ
所
以
上
か
ら
も
ら
っ
て
い

て
、
年
末
調
整
を
さ
れ
な
か
っ
た
給
与
の

収
入
金
額
と
、
各
種
の
所
得
金
額
（
給
与

所
得
、
退
職
所
得
を
除
く
）
の
合
計
が
20

万
円
を
超
え
る
人

❷
年
金
な
ど
を
受
給
し
て
い
る
人

　

公
的
年
金
な
ど
の
所
得
金
額
か
ら
所
得

控
除
を
差
し
引
い
て
残
額
が
あ
る
人

※
公
的
年
金
な
ど
の
収
入
金
額
が
４
０
０

万
円
以
下
で
、
そ
れ
以
外
の
所
得
金
額
が

20
万
円
以
下
で
あ
る
場
合
は
不
要
。
た
だ

し
、
そ
の
場
合
で
も
、
町
・
県
民
税
の
申

告
が
必
要
な
場
合
が
あ
り
ま
す
。
詳
し
く

は
、
５
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

※
確
定
申
告
が
不
要
な
人
で
も
、
計
算
の

結
果
、
源
泉
徴
収
さ
れ
て
い
る
所
得
税
の

還
付
を
受
け
る
場
合
に
は
、
申
告
が
必
要

で
す
。

❸
そ
の
他
（
事
業
や
不
動
産
の
収
入

が
あ
る
人
、
土
地
や
建
物
を
売
っ
た
人

な
ど
）

　

事
業
所
得
や
不
動
産
所
得
な
ど
の
各
種

所
得
の
合
計
額
（
譲
渡
所
得
や
山
林
所
得

を
含
む
）
か
ら
所
得
控
除
を
差
し
引
き
、

そ
の
金
額
（
課
税
さ
れ
る
所
得
金
額
）
に

所
得
税
の
税
率
を
乗
じ
て
計
算
し
た
所
得

税
額
か
ら
、
配
当
控
除
額
と
年
末
調
整
に

よ
っ
て
受
け
た
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除

額
の
合
計
額
を
差
し
引
い
て
、
残
額
が
あ

る
人
な
ど

※
退
職
所
得
が
あ
る
人
は
、
一
般
的
に
は
不

要
で
す
。
た
だ
し
、
外
国
企
業
か
ら
受
け

取
っ
た
退
職
金
な
ど
、
源
泉
徴
収
さ
れ
な
い

も
の
が
あ
る
場
合
は
申
告
が
必
要
で
す
。

還
付
申
告
が
で
き
る
人

　

給
与
な
ど
か
ら
源
泉
徴
収
さ
れ
た
税
金

や
予
定
納
税
で
納
め
た
税
金
が
、
年
間
の

所
得
税
及
び
復
興
特
別
所
得
税
額
よ
り
も

多
い
と
き
は
、
確
定
申
告
で
納
め
過
ぎ
た

税
の
還
付
を
受
け
ら
れ
ま
す
。

　

給
与
所
得
が
あ
る
人
は
、
原
則
、
次
の

よ
う
な
場
合
に
還
付
申
告
が
で
き
ま
す
。

●
多
額
の
医
療
費
を
支
出
し
た
場
合

所得税及び復興特別所得税の確定申告
町・県民税の申告

役場での申告期間：２月１８日（月）～３月１５日（金）
※来年から役場申告会場の開設期間を短縮する予定です。
※午前 8時までは役場への入場をお断りしています。

●所得税、贈与税、消費税の相談　昭和税務署☎ 052（881）8171
●町・県民税の相談　税務課☎ 0561（56）0724

●
特
定
の
寄
附
を
し
た
場
合

●
一
定
の
要
件
の
あ
る
マ
イ
ホ
ー
ム
を
取
得

す
る
な
ど
し
、
住
宅
ロ
ー
ン
が
あ
る
場
合

●
年
の
途
中
で
退
職
し
た
た
め
年
末
調
整

を
受
け
て
お
ら
ず
、
所
得
税
及
び
復
興
特

別
所
得
税
の
源
泉
徴
収
税
額
を
納
め
過
ぎ

て
い
る
場
合
な
ど

※
ふ
る
さ
と
納
税
を
し
た
人
が
確
定
申
告

す
る
場
合
、
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
特
例
を
申
請
し

て
い
て
も
、
ふ
る
さ
と
納
税
を
し
た
寄
附
金

を
含
め
て
申
告
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

申
告
書
の
作
成
・
提
出
方
法

　

申
告
書
は
、
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の

「
確
定
申
告
書
等
作
成
コ
ー
ナ
ー
」
で
作

成
で
き
ま
す
。
案
内
に
従
っ
て
入
力
す
れ

ば
、
税
額
な
ど
は
自
動
計
算
さ
れ
、
初
め

て
の
人
で
も
簡
単
に
作
成
で
き
ま
す
。

　

給
与
所
得
者
や
年
金
所
得
者
向
け
の
申

告
書
作
成
画
面
も
設
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

作
成
し
た
申
告
書
は
印
刷
し
、
源
泉
徴
収

票
な
ど
の
資
料
を
添
付
し
て
、
昭
和
税
務

署
（
〒
４
６
７
‐
８
５
１
０ 

名
古
屋
市

瑞
穂
区
瑞
穂
町
字
西
藤
塚
１
‐
４
）
に
郵

送
し
て
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
に
よ
る
利
用

も
可
能
。
特
に
、
給

与
所
得
者
で
医
療
費

控
除
ま
た
は
ふ
る
さ

と
納
税
な
ど
の
寄
付

金
控
除
に
よ
る
還
付

◆
所
得
税
及
び
復
興
特
別

所
得
税
の
確
定
申
告
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申
告
を
行
う
場
合
は
、「
ス
マ
ホ
専
用
画

面
」
に
よ
る
申
告
が
便
利
で
す
。

※
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
環
境
が
整
っ
て
い

る
人
は
、
自
宅
か
ら
24
時
間
申
告
で
き

る
、
添
付
書
類
の
提
出
が
省
略
で
き
る
、

還
付
が
早
い
な
ど
の
利
点
が
あ
る
「
ｅイ
ー-

Ｔタ
ッ
ク
ス

ａ
ｘ
」
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

※
復
興
特
別
所
得
税
も
忘
れ
ず
記
載
し
て

く
だ
さ
い
。

申
告
会
場

●
役
場

　

確
定
申
告
（
所
得
税
及
び
復
興
特
別
所

得
税
、
個
人
事
業
者
の
消
費
税
、
地
方
消

費
税
）
と
町
・
県
民
税
の
申
告
（
下
段
参

照
）
を
受
け
付
け
ま
す
。

と
き　

２
月
18
日（
月
）～
３
月
15
日（
金
）

の
平
日
午
前
９
時
～
午
後
３
時

※
２
月
18
日（
月
）
～
3
月
１
日（
金
）の

午
前
９
時
～
正
午
、
午
後
１
時
～
３
時

は
、
税
理
士
に
よ
る
無
料
申
告
相
談
も
あ

り
ま
す
。

と
こ
ろ　

役
場
２
階
大
会
議
室

注
意
事
項

●
役
場
で
は
譲
渡
所
得
や
贈
与
税
に
関
す

る
相
談
は
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
。
税
務
署
の

相
談
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
（
次
項
参
照
）。

●
税
理
士
に
よ
る
無
料
申
告
相
談
期
間
お

よ
び
３
月
４
日（
月
）～
15
日（
金
）の
確
定

申
告
Ｂ
の
人
に
は
、
受
け
付
け
時
に
番
号

札
を
配
布
し
ま
す
。
午
後
の
部
の
番
号
札

は
、
午
前
の
部
が
な
く
な
り
次
第
配
布
す

る
た
め
、
午
後
の
部
の
開
始
時
間
に
は
受

け
付
け
が
終
了
し
て
い
る
場
合
が
あ
り
ま

す
。混

雑
状
況
に
よ
り
、
受
け
付
け
を
お
断

り
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

●
税
務
署

　

確
定
申
告
（
所
得
税
及
び
復
興
特
別
所

得
税
、
個
人
事
業
者
の
消
費
税
、
地
方
消

費
税
、
贈
与
税
）
を
受
け
付
け
ま
す
。
申

告
書
の
作
成
も
行
い
ま
す
。

と
き　

２
月
18
日（
月
）～
３
月
15
日（
金
）

の
平
日
午
前
９
時
15
分
～
午
後
５
時

※
た
だ
し
、
２
月
24
日
、
３
月
３
日（
日
）

は
開
設
。

※
午
後
４
時
ま
で
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

※
期
間
中
は
、
税
務
署
内
で
の
申
告
書
の

作
成
指
導
は
行
い
ま
せ
ん
。

※
混
雑
状
況
に
よ
り
、
受
け
付
け
を
お
断

り
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

と
こ
ろ　

電
気
文
化
会
館
５
階
（（
名
古

屋
市
中
区
栄
二
丁
目
２
‐
５
）
地
下
鉄
伏

見
駅
４
番
出
口
か
ら
徒
歩
２
分
）

※
会
場
に
は
駐
車
場
が
あ
り
ま
せ
ん
。
公

共
交
通
機
関
で
お
越
し
く
だ
さ
い
。

◆
町
・
県
民
税
の
申
告

　

確
定
申
告
を
す
る
必
要
が
な
い
人
で

も
、
町
・
県
民
税
の
申
告
が
必
要
な
場
合

が
あ
り
ま
す
。

　

申
告
し
な
い
と
、
所
得
控
除
（
扶
養

控
除
、
各
種
保
険
料
控
除
、
医
療
費
控

除
な
ど
）
が
適
用
さ
れ
ず
、
町
・
県
民

税
が
高
く
な
っ
た
り
、
国
民
健
康
保
険

税
や
介
護
保
険
料
、
後
期
高
齢
者
医
療

保
険
料
の
算
定
に
影
響
し
た
り
す
る
こ

と
が
あ
り
ま
す
。

申
告
が
必
要
な
人

　

平
成
31
年
１
月
１
日
現
在
、
町
内
在
住

で
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
人

●
前
年
中
に
所
得
は
あ
る
が
、
確
定
申
告

を
す
る
必
要
が
な
い
人

●
前
年
中
に
所
得
が
な
く
、
同
世
帯
内
の

誰
に
も
扶
養
さ
れ
て
い
な
い
人

●
前
年
中
に
所
得
が
な
く
、
国
民
健
康
保

険
、
介
護
保
険
、
後
期
高
齢
者
医
療
保
険

に
加
入
し
て
い
る
人

※
申
告
の
有
無
で
、
保
険
税（
料
）額
が
変

わ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

●
公
的
年
金
な
ど
を
受
給
し
て
い
て
、
確

定
申
告
が
不
要
な
人
の
う
ち
、
町
・
県
民

税
を
計
算
す
る
上
で
必
要
な
所
得
控
除
の

追
加
が
必
要
な
人

申
告
が
不
要
な
人

●
平
成
30
年
分
の
確
定
申
告
書
を
提
出
し

た
人
、
提
出
す
る
人

●
所
得
が
給
与
所
得
の
み
で
、
勤
務
先
か

ら
町
へ
給
与
支
払
報
告
書
が
提
出
さ
れ
て

い
る
人

●
所
得
が
公
的
年
金
所
得
の
み
で
、
年
金

支
払
報
告
書
（
公
的
年
金
な
ど
の
源
泉
徴

収
票
）
に
記
載
さ
れ
て
い
る
所
得
控
除
以

外
に
追
加
す
る
所
得
控
除
が
な
い
人

申
告
書
を
郵
送
し
ま
す

　

昨
年
、
町
・
県
民
税
の
申
告
書
を
提
出

し
た
人
に
、
申
告
書
を
２
月
上
旬
に
郵
送

し
ま
す
。
必
要
事
項
を
記
入
の
上
、
３
月

15
日（
金
）ま
で
に
返
信
し
て
く
だ
さ
い
。

新
た
に
申
告
が
必
要
な
人
や
申
告
書
が
届

か
な
い
人
は
、
申
告
会
場
や
税
務
課
窓
口

で
受
け
取
っ
て
く
だ
さ
い
。

申
告
書
の
記
載
方
法
が

分
か
ら
な
い
場
合
な
ど

　

計
算
方
法
や
申
告
書
の
記
載
方
法
な
ど

が
分
か
ら
な
い
場
合
は
、
必
要
書
類
（
６

ペ
ー
ジ
参
照
）
を
持
っ
て
、
役
場
で
行
う

確
定
申
告
会
場
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

※
町
・
県
民
税
の
申
告
は
、申
告
期
間
（
２

月
18
日
～
３
月
15
日
）
以
外
は
、
税
務
課

で
随
時
受
け
付
け
て
い
ま
す
。
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マ
イ
ナ
ン
バ
ー
（
個
人
番
号
）
カ
ー
ド

※
持
っ
て
い
な
い
人
は
①
番
号
確
認
書

類
１
点
（
通
知
カ
ー
ド
、マ
イ
ナ
ン
バ
ー

入
り
の
住
民
票
な
ど
）
②
本
人
確
認
書

類
１
点
（
運
転
免
許
証
な
ど
）

所
得
金
額
を
証
明
す
る
書
類
（
給
与
や

年
金
の
源
泉
徴
収
票
（
原
本
）、
事
業
の

収
支
内
訳
書
・
帳
簿
書
類
な
ど
）

印
鑑
（
認
め
印
可
）

ｅイ
ー-

Ｔタ
ッ
ク
ス

ａ
ｘ
の
利
用
者
識
別
番
号
と
暗

証
番
号
の
分
か
る
も
の
（
す
で
に
取
得

し
て
い
る
人
の
み
）

※
昨
年
以
前
に
、
役
場
の
申
告
相
談
会

場
で
パ
ソ
コ
ン
（
ｅイ
ー-

Ｔタ
ッ
ク
ス

ａ
ｘ
）
を
利

用
し
て
申
告
し
た
人
は
、
お
持
ち
に
な

る
と
ス
ム
ー
ズ
に
申
告
で
き
ま
す
。

申
告
者
本
人
の
通
帳
（
還
付
を
受
け
ら

れ
る
人
の
み
）

控
除
の
種
類

必
要
な
書
類

社
会
保
険
料
控
除
払
込
証
明
書

生
命
保
険
料
控
除
生
命
保
険
料
支
払
証

明
書

地
震
保
険
料
控
除
地
震
保
険
料
支
払
証

明
書

障
害
者
控
除

障
害
者
手
帳
、
障
害

者
控
除
対
象
者
認
定
書

医
療
費
控
除

※
あ
ら
か
じ
め
医

療
費
の
合
計
金
額

を
計
算
し
て
お
い

て
く
だ
さ
い
。

医
療
費
の
明
細
書
ま

た
は
医
療
費
の
領
収

書
、
補
て
ん
さ
れ
る

保
険
金
な
ど
の
金
額

が
分
か
る
も
の

寄
附
金
控
除

寄
附
先
か
ら
交
付
を

受
け
た
受
領
書
な
ど

確
定
申
告
、
町
・
県
民
税
の
申
告
に
必
要
な
も
の

　

必
要
書
類
は
申
告
内
容
に
よ
り
異
な
り
ま
す
。
確
定
申
告
は
昭
和
税
務
署
へ
、町
・

県
民
税
の
申
告
は
税
務
課
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。
な
お
、
ｅイ
ー-

Ｔタ
ッ
ク
ス

ａ
ｘ
の
利

用
者
識
別
番
号
と
暗
証
番
号
の
分
か
る
も
の
、
申
告
者
本
人
の
通
帳
は
、
確
定
申
告

の
み
必
要
で
す
。

●
控
除
を
受
け
る
人
の
みお

持
ち
く
だ
さ
い

●
控
除
を
受
け
る
・
受
け
な
い

ど
ち
ら
の
人
も
お
持
ち
く
だ
さ
い

医療費控除を申告するときの注意点
●医療費の明細書添付が義務になりました

　平成 29 年分の確定申告から、領収書の提出の代わりに「医療費控除の明細書」の添付が必要になり
ました。
　ただし、医療費保険者から交付を受けた医療費通知（健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」
などです。）を添付すると、明細の記入を省略できます。
※平成 29 ～ 31 年分の確定申告は、従来どおり医療費の領収書の添付または提示による申告もできます。
●セルフメディケーション税制を活用しましょう

　人間ドックやインフルエンザの予防接種等に取り組んだ人は、平成 29 ～ 33 年に本人や生計を一にす
る親族が特定一般用医薬品等購入費を支払ったとき、一定の金額の所得控除を受けられます。
　控除を受けるためには、控除を受ける人がその控除を受けようとする年に一定の取り組みを行ったこ
とを明らかにする書類を添付または提示し、「セルフメディケーション税制の明細書」を添付してください。
　控除の対象となる医薬品は、医師によって処方される医薬品（医療用医薬品）からドラッグストアで
購入できるOTC 医薬品に転用された医薬品です。詳しくは厚生労働省ホームページ（www.mhlw.go.jp）
をご覧ください。
　ただし、セルフメディケーション税制は医療費控除の特例です。従来の医療費控除を併せて受けるこ
とができませんので、控除を受けるときにはどちらかを選択する必要があります。
※平成 29 ～ 31 年分の確定申告は、明細書に代えて特定一般用医薬品購入費の領収書の添付または提示
による申告もできます。
●申告のときに添付・提示した書類は、5年間保管してください

　医療費や特定一般用医薬品等購入費の領収書は、税務署から提出を求められたときは、提示または提
出しなければなりません。
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